
１－６　わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況一覧（平成２３年度）
(単位：人）

懲　戒　処　分　の　種　類

北 海 道 23 4 6 1 1 (1) 1 (1) 自校の卒業生
北 海 道 23 8 25 1 1 1 他校の１８歳未満
北 海 道 23 10 12 1 1 1 他校の１８歳未満
北 海 道 23 11 22 1 1 1 自校の児童
北 海 道 23 12 7 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
北 海 道 23 12 7 1 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
北 海 道 23 12 21 1 1 (1) 1 (1) その他
北 海 道 24 1 25 1 1 1 自校の生徒
北 海 道 24 2 8 1 1 1 自校の児童
北 海 道 24 2 22 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
北 海 道 24 3 28 1 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
北 海 道 24 3 28 1 1 1 他校の１８歳未満
岩 手 県 23 4 22 1 1 1 自校の教職員
岩 手 県 23 6 14 1 1 1 他校の１８歳未満
岩 手 県 23 8 22 1 1 1 自校の卒業生
秋 田 県 24 3 16 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
秋 田 県 23 9 5 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
秋 田 県 24 1 23 1 1 (2) 1 (2) 自校の生徒
山 形 県 23 7 25 1 1 1 自校の生徒
山 形 県 23 8 24 1 1 (1) 1 (1) その他
福 島 県 23 10 14 1 1 1 自校の生徒
福 島 県 23 12 16 1 1 1 他校の１８歳未満
福 島 県 24 1 20 1 1 1 自校の生徒
福 島 県 24 2 10 1 1 1 自校の生徒
茨 城 県 23 5 18 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
茨 城 県 23 6 29 1 (1) 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
茨 城 県 23 10 26 1 1 (1) 1 (1) 他校の教職員
茨 城 県 24 2 21 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
茨 城 県 24 2 29 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
群 馬 県 23 6 28 1 1 (1) 1 (1) その他
群 馬 県 23 10 24 1 1 1 自校の生徒
埼 玉 県 23 6 22 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
埼 玉 県 23 9 21 1 1 1 その他
埼 玉 県 23 11 21 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
埼 玉 県 24 1 12 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
埼 玉 県 24 2 1 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
埼 玉 県 24 2 21 1 1 自校の生徒
埼 玉 県 24 3 8 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
埼 玉 県 24 3 26 1 1 自校の生徒
埼 玉 県 23 5 30 (1) (1) 自校の児童
埼 玉 県 23 5 30 1 1 1 他校の１８歳未満
埼 玉 県 23 10 18 1 1 1 他校の１８歳未満
埼 玉 県 24 1 12 1 1 (1) 1 (1) 自校の児童
千 葉 県 23 6 8 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
千 葉 県 23 6 8 1 (1) 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
千 葉 県 23 10 25 1 1 自校の教職員
千 葉 県 23 11 16 1 (1) (1) 1 (2) 1 (2) 自校の児童
千 葉 県 23 11 16 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
千 葉 県 23 11 17 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
千 葉 県 24 1 18 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
千 葉 県 24 2 15 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
千 葉 県 24 2 29 1 (2) 1 (2) 自校の教職員
千 葉 県 24 3 9 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
千 葉 県 24 3 9 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
千 葉 県 24 3 28 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
東 京 都 23 6 6 1 1 1 その他
東 京 都 23 8 1 1 1 1 その他
東 京 都 23 9 8 1 1 1 他校の１８歳未満
東 京 都 23 10 6 1 1 1 その他
東 京 都 24 1 12 1 1 1 その他
東 京 都 24 2 2 1 1 1 その他
東 京 都 24 3 22 1 1 1 他校の１８歳未満
東 京 都 24 3 23 1 1 1 他校の１８歳未満
東 京 都 24 3 23 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
東 京 都 24 3 29 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
東 京 都 24 3 29 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
神 奈 川 県 23 7 28 1 1 (1) 1 (1) その他
神 奈 川 県 23 8 3 1 1 (2) 1 (2) 自校の生徒
神 奈 川 県 23 9 22 1 1 (1) 1 (1) その他
神 奈 川 県 23 9 22 1 (1) 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
神 奈 川 県 23 9 22 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
神 奈 川 県 23 11 4 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
神 奈 川 県 23 11 30 (1) (1) 自校の生徒
神 奈 川 県 23 12 21 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
神 奈 川 県 24 2 2 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
神 奈 川 県 24 3 19 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
神 奈 川 県 24 3 28 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
新 潟 県 23 9 21 1 1 1 自校の生徒
長 野 県 23 6 16 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
岐 阜 県 24 3 30 1 1 (1) 1 (1) その他
岐 阜 県 24 3 30 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
静 岡 県 23 8 10 1 1 1 自校の教職員
静 岡 県 23 8 22 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
静 岡 県 23 10 31 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
静 岡 県 23 12 2 1 (1) 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
静 岡 県 23 12 2 1 1 1 自校の生徒
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愛 知 県 23 8 16 1 1 (1) 1 (1) その他
愛 知 県 23 9 30 1 1 (1) 1 (1) その他
愛 知 県 23 11 8 (1) (1) その他
愛 知 県 23 12 28 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
愛 知 県 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
愛 知 県 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
愛 知 県 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
愛 知 県 1 1 (1) 1 (1) 自校の児童
愛 知 県 1 1 (2) 1 (2) 自校の生徒
三 重 県 23 4 15 1 1 1 自校の生徒
三 重 県 23 8 19 1 1 (1) 1 (1) その他
三 重 県 23 11 4 1 1 1 自校の生徒
三 重 県 23 12 22 1 1 1 他校の１８歳未満
京 都 府 23 4 19 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
京 都 府 23 5 26 1 1 1 自校の児童
京 都 府 23 5 26 1 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
大 阪 府 23 7 19 1 1 1 自校の教職員
大 阪 府 23 8 11 1 1 1 他校の１８歳未満
大 阪 府 23 8 11 1 1 1 自校の生徒
大 阪 府 23 9 20 1 1 1 その他
大 阪 府 23 10 14 1 1 自校の教職員
大 阪 府 23 11 30 1 1 自校の生徒
大 阪 府 23 12 6 1 1 1 他校の１８歳未満
大 阪 府 23 12 6 1 1 (3) 1 (3) その他
大 阪 府 23 12 6 1 1 自校の教職員
大 阪 府 24 2 24 1 1 1 他校の１８歳未満
大 阪 府 24 2 24 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
大 阪 府 24 3 28 1 1 自校の生徒
兵 庫 県 23 5 17 1 1 1 自校の教職員
兵 庫 県 23 10 12 1 1 (2) 1 (2) 自校の生徒
兵 庫 県 23 12 22 1 1 (1) 1 (1) 自校の児童
兵 庫 県 24 2 21 1 1 自校の教職員
兵 庫 県 24 3 27 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
奈 良 県 23 7 15 1 1 他校の１８歳未満
奈 良 県 23 12 22 1 1 (1) 1 (1) その他
奈 良 県 24 3 2 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
和 歌 山 県 24 3 15 1 1 1 その他
鳥 取 県 23 9 6 1 1 1 その他
岡 山 県 23 11 18 1 (1) 1 (1) (2) 1 (3) 自校の生徒
岡 山 県 23 11 18 1 (1) 1 (1) (1) 1 (2) 自校の生徒
岡 山 県 23 11 18 1 1 (1) 1 (1) その他
岡 山 県 24 3 21 1 (1) 1 (1) (2) 1 (3) 自校の生徒
香 川 県 24 3 19 1 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
香 川 県 24 3 19 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
高 知 県 23 4 6 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
高 知 県 23 11 8 1 1 自校の教職員
高 知 県 23 11 16 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
福 岡 県 23 9 20 1 1 1 その他
福 岡 県 23 11 24 1 1 1 その他
福 岡 県 23 11 28 1 1 1 自校の生徒
長 崎 県 24 2 20 1 1 (1) 1 (1) その他
大 分 県 23 11 25 1 (1) 1 (1) (1) 1 (2) 自校の生徒
大 分 県 23 12 28 (2) (2) その他
宮 崎 県 23 9 22 1 1 (1) 1 (1) 自校の児童
宮 崎 県 23 11 9 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
宮 崎 県 24 3 19 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
鹿 児 島 県 23 8 31 1 1 (1) 1 (1) その他
鹿 児 島 県 24 2 10 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
鹿 児 島 県 24 3 13 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
沖 縄 県 23 9 21 1 1 1 他校の１８歳未満
沖 縄 県 23 10 19 1 1 1 その他
沖 縄 県 24 2 13 1 1 1 自校の児童
さ い た ま 市 1 1 (1) 1 (1) その他
さ い た ま 市 24 2 10 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
さ い た ま 市 24 3 13 1 (1) 1 (1) その他
川 崎 市 23 10 28 1 1 1 他校の１８歳未満
横 浜 市 23 5 12 1 1 1 自校の生徒
横 浜 市 23 6 30 1 1 1 自校の生徒
横 浜 市 23 7 7 1 1 1 他校の１８歳未満
横 浜 市 23 8 25 1 1 (1) 1 (1) 自校の児童
横 浜 市 23 10 17 1 1 (1) 1 (1) 他校の１８歳未満
横 浜 市 23 10 17 1 1 (1) 1 (1) その他
横 浜 市 23 11 11 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
横 浜 市 23 12 27 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
横 浜 市 24 1 12 1 1 (1) 1 (1) 自校の教職員
横 浜 市 24 2 28 (1) (1) 他校の１８歳未満
新 潟 市 23 11 21 1 1 1 自校の児童
静 岡 市 23 10 28 1 1 1 自校の教職員
大 阪 市 23 4 15 1 1 1 自校の教職員
大 阪 市 23 7 15 1 1 1 その他
大 阪 市 23 8 26 1 1 1 自校の生徒
大 阪 市 23 9 16 1 1 1 他校の１８歳未満
大 阪 市 23 11 24 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
大 阪 市 23 12 19 (1) (1) 自校の児童
堺 市 23 8 31 1 1 1 その他
堺 市 24 2 17 (1) (1)
神 戸 市 23 8 19 1 1 (3) 1 (3) 自校の生徒
神 戸 市 23 9 22 1 1 (1) 1 (1) 自校の生徒
神 戸 市 23 11 24 1 1 1 他校の１８歳未満
広 島 市 24 1 18 1 1 1 他校の１８歳未満
広 島 市 24 3 26 1 (1) 1 (1) 自校の教職員

合　　　　　計 101 38 (1) 9 (2) 3 (7) 151 (10) 18 (113) 1 170 (123)

（注）　（　）は、非違行為を行った所属職員（事務職員等含む。）に対する監督責任により懲戒処分等を受けた者の数で外数。


